
水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 に 係 る 諸 証 明 の 交 付 に 関 す る 事 務

取扱要綱  

 （趣旨）  

第 1 条  この要綱は、長崎市水道事業給水条例（昭和 ３３年長崎市

条例第１７号。以下「給水条例」という。）第３２条第１項第３号

に規定する水道事業に係る諸証明及び長崎市下水道条例（昭和３

５年長崎市条例第１８号。以下「下水道条例」という。）第２９条

第３号に規定する下水道事業に係る諸証明（以下「水道事業及び

下水道事業に係る諸証明」という。）の交付に関し、必要な事項を

定めるものとする。  

 （証明の種類等）  

第２条  水道事業及び下水道事業に係る諸証明の種類は、次の各号

に掲げる証明とする。  

 ⑴  上下水道料金納入証明書  

 ⑵  上下水道料金完納証明書  

 ⑶  水道及び下水道の使用等に関する証明書  

 ⑷  その他水道事業及び下水道事業に関する証明書  

２  前項の諸証明において、水道事業及び下水道事業の両方を証明

する場合は、給水条例第３２条第１項第３号の規定によるものと

する。  

 （件数）  

第３条  給 水条 例第 ３ ２条 第１ 項第３ 号及 び下 水道条 例第 ２９ 条

第３号に規定する件数は、前条第１項に定める諸証明１通ごとに

１件とする。  



２  前条第１項第１号の証明は、証明する期間２箇年ごとに１通と

する。  

（申請者の要件）  

第４条  第 ２条 第１項 に規 定す る証明 書の 交付 を 受け るこ とが で

きる者（以下「申請者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。  

⑴  給 水 条 例 第 １ ８ 条 又 は 下 水 道 条 例 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 届

け出た使用者  

⑵  前号に掲げる者と同一世帯の者  

⑶  長 崎 市 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 に 規

定する受益者  

⑷  同条第１号又は第３号に掲げる者の相続人  

⑸  証 明 書 の 交 付 に 関 し 同 条 第 １ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 者 か

ら委任を受けた者  

 （交付の申請）  

第５条  申請者は、水道事業及び下水道事業に係る証明申請書（第

１号様式。以下「申請書」という。）を長崎市上下水道事業管理者

（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。この場合

において、前条第５号に規定する者にあっては、委任状（第２号

様式）を添えて提出しなければならない。  

 （申請者の確認）  

第６条  管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、通常本

人しか持ち得ない身分を証する書面等の提示を求め、申請者の確

認を行うものとする。この場合において、第４条第４号に規定す

る者にあっては、併せて同条第１号に規定する者との相続関係が



わかる戸籍謄本等の提示を求め、確認を行うものとする。  

 （証明書の交付）  

第７条  管理者は、前条の規定による申請者の確認ができたときは、

証明書を交付するものとする。  

 （その他）  

第８条  こ の要 綱に定 める もの のほか 証明 書の 交付に 関し 必要 な

事項は、管理者が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 



第１号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    備考 

    納入証明書については、証明する期間２箇年ごとに１通となります。 

 

水道事業及び下水道事業に係る証明申請書

(あて先)長崎市上下水道事業管理者 

２．証明対象 

１．申請者 

３．必要な証明書 



第２号様式（第５条関係） 

 

 

委  任  状 
 

 

      年   月   日    

 

長崎市上下水道事業管理者 様 

 

                     住所                

                                        

 

                     氏名              

                                         

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１ 代理人 

    住所 

                                 

 

         氏名 

                                 

 

 

２ 委任事項 

  

           に関する証明申請及び交付された書類の受取り。 

 

 

 


